平成２１年度　第１５回部長会（概要報告）
・日  時　　平成２２年３月２日（火）午前９時～

・場　所　　八尾市役所庁議室
・出席者　  市長・副市長・教育長・病院事業管理者・水道事業管理者・各部局長等
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田中市長あいさつ

皆さんおはようございます。

いよいよ３月定例会が開会されました。本定例会初日である2月26日には平成22年度市政運営方針を発表させていただいたところです。私の任期最終年度でもある22年度につきましては第４次総合計画の最終年度であるとともに次期総合計画を策定するという点検と創造の年であり、加えて当然通常業務も遂行していただくわけですので、大変ご苦労をかけることになると思いますが、しっかりとこの３年間に積み上げてきたものを、この１年で形にしていきたいと考えておりますので、是非とも力をお貸しいただきたい。

また、マニフェスト実行計画に掲げてまいりました目標のこの４年間での達成度などにつきましては、昨日の本会議でも各会派から質問がありましたように、未だ実行が進んでいないものもあります。そういったところもしっかりと実行できるようよろしくお願いします。総計と並び行財政改革プログラムも２２年度で終了いたします。これも１３０ほどの取組が残っていますので、しっかりと実行に移しながら、２３年度に向けて新たなプログラムを作り上げていかなければなりませんので、よろしくお願いします。

次に、先月２５日に団体の一次預かり金を持ち出した職員の処分を行いました。この間公務員倫理の確立と服務規律の徹底を図るよう何度も申し伝えている中、非常に残念に思っています。もう一度、所属長からしっかりと服務規則の徹底を図るようお願いします。

平成２２年度市政運営方針には八尾市の再生に向けた３つの視点ということで、１番目に市民に信頼される市役所づくりと掲げております。このことを改めて肝に銘じながら、業務に励んでいただくようお願いします。

次に、業務改善運動につきましては、この間の庁内発表会も含めて、盛り上がってきたと思っています。昨年度は２１４項目、今年度は２０２項目の改善項目が出され、そのレベルも上がってきたと思います。これらの取り組みを来年度にしっかりと引継いでいかなければなりません。

また、改善から改革へという話もさせていただいたと思いますが、是非平成２３年度には総合計画も大幅に変わるわけで、事務事業の棚卸しもしていかなければなりません。大枠としては本年８月ぐらいには棚卸しを済まさなければなりません。そういったことも考えながらこの業務改善運動をしっかりと組織のものとして作り上げていきたいと思っています。

市立病院ではTQMということで、講師の教えを仰ぎながら、各部署で業務改善に取り組んでおり、素晴らしいものとなったと思っております。

特に何が素晴らしいかというと、事前の調査において現状と課題をしっかりと把握し、改善に向けて全職員が取り組んでおり、そして改善を実行した時に従前とどれだけ変わったのかということを、数値で明らかにしているというところです。

そういったところでは、庁内の中で市立病院は一歩抜きん出ていると思います。病院のやり方を他の部局でも取り入れ、市役所全体で業務改善のレベルアップを図っていただきたいと考えております。

とりわけ、病院そして全体でも優勝されました、５階西病棟「わかりにくくて、ごめんね、ごめんね」は、この３月に全国大会に出場されます。皆さんとともに応援しておりますので、全国に八尾の名を響かせていただきたいと思っています。

次に、先日、監査結果報告があり、その中でご指摘いただいている点は改善していかなければなりませんが、特に備品管理については、ご指摘をいただいている部署が多いのではないかと思います。もちろんしっかりとできている部署もありますが、再度、備品管理台帳等の点検に取り組んでいただきたいと思っております。

こういったことをしっかりと取り組むことで、服務規律を守ることにも繋がってくると思います。

次に、市立病院の機能評価と本庁のKESでは八尾市は非常に高い評価を受けていると聞いています。市立病院の機能評価につきましては、バージョン６を取得したのは、大阪府下の公立病院で初めてということですし、全国的に見ても８５病院しか取得していません。

このことが医療の質であるとか患者さんのサービスの満足度を相当引き上げているのではないのかと思っています。開院６０年を迎える八尾市立病院については、市民の生命を守っていくという視点で、全力を挙げて皆さんとともに支援をしていきたいと考えております。

また、本庁ではKESの外部審査を受けさせていただいて、定期内部環境監査を年２回実施しているところで職員の意識も高まってきたと思っています。引き続き環境に優しい市役所づくりに邁進し、環境先進都市八尾につなげてまいりたいと考えているところです。

次に、情報公開につきましては、もう少し真剣に考えていかなければならないと思っています。皆さん方に実施してきたものに対し、しっかりとご理解をいただけるようにしなければなりません。この部長会でも何回となくホームページの更新について申し上げてきたところであり、改善も所々に見られますが、まだまだ物足らないと考えております。是非もう一度、どうすれば見やすくなるかを考え、しっかりと点検と更新をしてください。

最後に、具体的に３点ほど例を挙げ、皆さんに私の行政改革、業務改善の思いを伝えたいと思います。

まず１つ目は、例えば主催イベントの記念品などにおいても、単に今までと同じであれば無難であるというような考え方ではなく、そのイベントに本当にふさわしい記念品、八尾のPRとなる記念品となるように知恵を絞るなど、小さい取組みからでも、常により良いものへ改善をしていこうという考え方を持っていただきたいと思います。

２つ目は、次年度、八尾市が進む道しるべである市政運営方針を、ひとりでも多くの市民の皆さんに知っていただくために、さまざまな工夫を凝らしていかなければならないと考えています。

３つ目は、大阪府からの権限委譲についてですが、市民目線に立って、移譲を受けることができるものは受けていくという積極的な姿勢で考えてもらいたい。そういった積極性が八尾には必要だと思っています。

具体的に３点を例示しましたが、常日頃より小さなことでも知恵を絞り工夫を行い、積極的に改善克服していく姿勢を持って頑張っていただきたいと思っています。

残すところ今年度も１ヶ月。明日が本会議代表質問２日目、明後日が個人質問、そして各委員会が２日間づつ開催されます。各部局長がしっかりと答弁していただいて、そして市民にこれからの八尾市はこうあるのだということを答弁の中で皆さんの思いを語っていただきたいと思っていますのでよろしくお願いします。

 eq \o\ad(案件,　　　　)
１  包括外部監査の結果に基づき講じた措置について　　　　　光久政策推進担当部長
平成１４年度から平成２０年度にかけて実施された包括外部監査の結果等については、各所管において改善に取り組んでいる。

このたび、包括外部監査の結果に基づき、本年１月１２日までに、講じた改善措置等の内容について、２月２５日に監査委員に通知を行ったので、ご報告申し上げる。

まず、参考「包括外部監査における改善措置等の状況」をご覧いただきたい。

本資料では、包括外部監査における改善措置等の状況として、これまでに取り組み済みとなった件数や今回取り組み済みとなった件数等の状況につき、各年度別にまとめている。

本年１月１２日現在で新たに取り組み済みとなった件数の合計については、結果が３件、意見が１４件となっている。

　なお、包括外部監査の結果に基づき講じた改善措置等の内容については、お手元の資料のとおりであるので、ご参照いただくようお願いする。通知の内容については、監査委員より八尾市ホームページ及び情報公開室で公開されるとともに、加えて４月２０日発行の市政だより５月号に要約文が掲載される予定となっている。

また、各部局におかれては、結果に対する措置の状況だけでなく意見に対する対応についても、前向きな検討・改善に尽力をいただいているところではあるが、中には、対応の状況に変化がないものも見受けられる。

このように指摘に対する検討が進んでいないものについては、迅速な対応と市民に対する説明責任が十分果たせるよう、今後引き続き積極的に検討を進め、新たな取り組みや動向等についてご報告をいただくようお願いする。

以上、包括外部監査の結果に基づき講じた措置について、ご報告とさせていただく。

よろしくお願い申し上げる。
※田中市長

　なかには、取り組みが進んでいないものもある。指摘された結果・意見にはしっかり対応し、結果を出していただきたい。

２  平成２２年度における組織機構の見直しについて　　　　　光久政策推進担当部長
それでは、平成２２年度の業務執行に係る組織機構の体制について、ご説明申し上げる。

お手元配付の資料①「平成２２年度組織機構の見直しについて」及び資料②「八尾市行政機構新・旧比較表」の抜粋版をご参照願う。
現在策定中の次期総合計画では、多様な市民ニーズや地域における課題に対応するため政策体系の見直しが予定されていることから、平成２３年度には、新たな総合計画に掲げる目標の着実な実現に向け、新たな政策体系等の考え方を踏まえた組織機構に基づく業務執行体制が必要となる。
したがって、平成２２年度における組織機構については、原則として現行の組織機構により行政運営を推進することとするが、速やかに対応すべき事項に限定して、一部において、組織機構の見直しを実施する。
それでは、資料②に基づき、変更部分について順次ご説明申し上げる。
まず、経済環境部について、リサイクルセンターの本格的な稼動に伴い、担当制の精査に基づく体制整備として、環境施設課施設管理係の担当制を廃止するものである。
また、定額給付金等給付事業実施プロジェクトチームについては、今年度末をもって廃止する。
次に、八尾市公金管理等に係る事務の適正化推進本部の報告内容を踏まえて、教育委員会事務局の体制整備を行うものである。
まず、指導課学事係を指導係に、教育サポートセンター情報推進係を教育サポート係に改め、それぞれ担当制を導入いたし、新たな係制の導入として、教育政策課に教育政策係を、人権教育課に人権教育係を設けるものである。
以上が、平成２２年度における市全体の組織機構の見直しの内容である。
今回の組織機構の見直しの結果として、プロジェクトチームが１減、係が２増となり、合計で１５部７０課１６４係の組織体制となるものである。
　なお、平成２３年度の組織機構については、１月８日の部長会でも報告したように、今後、行財政改革推進本部における方針の検討や、各担当部局との協議を順次進めてまいりたいと考えている。必要に応じて、各種調書の作成依頼や、行財政改革推進検討会議におけるヒアリングの実施等を行っていく予定としているので、よろしくお願いする。
◆今後の機構改革について

⇒原副市長　２３年度の機構改革については、全体を見据えたうえで、早めに整理をお願いしておく。
◆担当制について
※道本建築都市部長

　担当制を廃止した所属と採用した所属があるが、基本的な考え方をお示しいただきたい。

　⇒福田政策推進担当部次長兼行政改革課長　担当制については、例えばリサイクルプラザの建設にあたり、専門的な見地から技術職の係長が必要ということで担当制を採用したが、現在は稼働段階になったことから、その必要性を見直し、今回、担当制を廃止する等の理由からである。大きな方向性としては少数精鋭主義という観点から、担当制は縮小の方向で考えたい。しかし、専門的な見地で対応が必要な場合や部下職員が多く相互の応援体制が柔軟に対応できる場合などでは担当制を採用しているケースもあり、十分検討したうえで対応する必要がある。２３年度の機構改革に向けて、人事当局とも調整したうえで、基本的な考え方を出していきたい。

３　時間外手当の支給割合引上げと代替休制度の創設　　　　　　　　山本人事担当部長
長時間にわたる時間外労働の抑制を目的として、時間外労働の割増賃金比率の引上げ、割増賃金の支払いに代えた代替休制度の導入を内容とする労働基準法の改正がなされ、平成２２年４月１日から施行される。

　また、国においても先の臨時国会において、給与法等の改正により、労働基準法改正に準じた制度改正を行っており、本市においても、平成２２年４月１日から労働基準法の改正を踏まえた関係条例の改正案を３月議会に提案している。

　主な制度の概要としては、まず、時間外手当の支給割合の引上げである。

　これは、時間外勤務が１ヵ月間に６０時間を超えた場合においては、その６０時間を超えた時間に対して、時間外手当の支給割合を１００分の１５０とするものである。

　また、先の時間外手当の支給に代えて、勤務時間の全部または一部について、勤務を要しない日または時間として指定できる代替休制度も創設された。なお、この代替休を選択した時間については、先の時間外手当は支給しない。
　具体的な例としては、月に７６時間時間外勤務を行った場合で説明する。
この場合、月６０時間を超える１６時間が今回の制度改正の対象となるわけであるが、代替休を選択しない場合は、１６時間分の時間外手当の支給割合は１００分の１５０となる。
　代替休を選択する場合は、１００分の１５０から通常の１００分の１２５を引いた分、１００分の２５に６０時間を超える１６時間分を掛けまして４時間が代替休時間となる。
　各所属長は、制度改正の趣旨が、職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに留意し、超過勤務の縮減に努めていただきたい。
　なお、３月議会で本提案が可決・承認されれば各所属に対し通知する予定であるので、よろしくお願いする。
※門田経済環境部長　

手当と代替休のどちらを選ぶかは、選択制になるということか。

　⇒山本人事担当部長　その通りです。

４  平成２０年度　環境改善計画の実績について
　　　　　　門田経済環境部長

冒頭、２月１５日に行われたＫＥＳの認証審査では、各部局にご協力をいただき、おかげを持って、３月１日付でＫＥＳの認証更新がされた。お礼を申し上げる。

さて、本市は、平成１８年度より学校園・指定管理者施設を除く市役所全体で環境マネジメントシステムの構築を行い、平成１８年度には本庁舎と清掃庁舎において、平成２０年度には水道局においてＫＥＳ環境マネジメントの認証を取得し、職員一丸となって環境改善に取り組んでいるところである。

平成２０年度、平成２０年１０月～平成２１年９月の環境改善計画の実績について報告する。

水道局・学校園・指定管理者施設を除く市役所全体では紙の使用量削減と可燃ごみ排出量の削減について目標達成ができなかったが、その他の４項目については目標達成が出来た。

本庁舎・清掃庁舎の認証サイトについては全ての項目で目標を達成できた。

２０年度削減できたエネルギーや資源・ごみ等を金額に換算すると、市全体では約１，２３０万円、ＫＥＳ認証サイトでは約１４０万円となった。

ＣＯ2に換算すると、市全体では１７９トン、ＫＥＳ認証サイトでは１８トンの削減となった。

今年度で４年目の取り組みとなったが、平成１８年度～２０年度までの３年間の削減効果は、金額に換算すると市全体では約２，０８０万円、ＫＥＳ認証サイトでは約６９４万円となった。

また、ＣＯ2に換算すると、市全体では２６９トン、ＫＥＳ認証サイトでは８０トンの削減となった。

※野村水道事業管理者

　報告であるが、水道局でも２月４日に審査を受け、３月１日に更新できた。

※原副市長

　可燃ごみの増加要因は何か。

　⇒門田経済環境部長　市立病院の経営改善の取組みの成果として入院患者が前年度比１．７倍になっている。その関係などで可燃ごみが増えていることが要因のひとつとなっていると考えている。一方で、電気使用料が大きく減っているのは、市立病院で空調機の運転見直しを図られたことなどによるものと考えている。

５  路上における職員の喫煙マナーの徹底について　　　　　　　　門田経済環境部長
路上における職員の喫煙マナーについては、既にこの部長会において、再三にわたり注意を促しているが、３月議会において、「路上喫煙マナーの向上を市民とともに推進する条例」を提案しており、職員においては当然、路上喫煙マナーを徹底していただく必要があることから、再度所属職員に対して、喫煙マナーの徹底を伝えていただくようお願いする。

また、この条例案では喫煙の禁止区域を定めることとしており、各部局においてはその点も踏まえ、よろしくお願いしたい。
※山本人事担当部長

　職員については、これまで勤務時間中には喫煙しないということで周知してきているが、改めて周知徹底をお願いする。特に、今回の条例では市民に対して規制を行うことも含まれており、職員が路上喫煙していたというようなことが市民から指摘されないよう、よろしくお願いする。
　また、厚生労働省が官公庁など公共の場を全面禁煙にする通知を２月中に出すと聞いており、

それも踏まえて周知徹底をよろしくお願いする。

６　その他案件

（１）平成２１年度やおちょい変え運動庁内報告会の実施について（報告）
光久政策推進担当部長

平成２１年度やおちょい変え運動については、業務ご多忙の中、市民サービスの向上や事務の効率化等に向け、各係行革推進員を中心に全庁的に取り組んでいただき感謝申し上げる。

去る２月２３日に開催した庁内報告会では、各職場で取り組まれた２０２の取り組みの中から、アンケートで高得点であったチームなど１５チームから、改善の取り組みにつきご報告いただき、お手元の資料の通り、最優秀賞等の受賞チームを決定したのでご報告する。

なお、最優秀賞に選ばれたチームは、３月１９日に東京都中野区にて開催の第４回全国都市改善改革実践事例発表会「改船（KAIZEN）なかの２０丸」にて発表いただくこととなっている。

今年度の報告会は、ちょい変え運動実行委員会が中心となり、楽しみながら改善を進めるという運動のコンセプトに基づき、様々なアイデアを出し合いながら運営いただいた。また、各チームの報告内容についても、担当業務を再確認し進め方を見直すという改善の取り組み報告や趣向をこらした発表など、受賞チームだけでなく受賞を逃したチームからも個性豊かな報告をいただき、昨年度と一味違う庁内報告会となったところである。

そもそも、庁内報告会の開催の意義は、他の所属における優れた改善の取り組みを庁内で共有し、自らの担当業務においてアレンジしながら活用する水平展開を図ることが本来の意義と考えている。

業務ご多忙の中、延べ約１２０人の職員に報告会を見学いただき、また、特別職には審査員を務めていただいたところであるが、今後、各職場における業務改善がさらに進むよう、より多くの情報と機会を提供してまいりたいと考えているので、より一層のご協力を賜るようよろしくお願いする。

※濱野財政部長

　自分も見に行ったが、庁内の発表会であれだけ盛り上がったのは見たことがなかったし、発表者が元気で、非常によかったと思う。

※阪口病院事業管理者

　病院では経営改善、改革に取り組まなければならないという意識で、病棟も含めて自主的に多くの職員が取り組んでくれた。病院は本当に大きく変わってきていると実感している。各職場でもどんどん大きくされれば市役所も大きく変わっていくと思う。

　⇒原副市長　病院は、内容もさることながら、発表の仕方も工夫されていてよかったと思う。

　⇒山本副市長　病院の発表にもあった名札の工夫（笑顔の写真入りなど）は、本庁でも参考にしてほしい。またその関連でいうと、職員提案制度が縮小した状態になっているのではないか。今回、制度を見直すいい機会ではないかと思う。

　⇒光久政策推進担当部長　職員提案等において、一部マンネリ化しているのではという声もあり、また出てくる内容もほとんどが事務改善に近いことから、来年度からは事務改善の中でそれを取り組んでいくようなモデルチェンジを考えている。

　　　また、今回のちょい変え運動にあっては、各係に行革推進員を設置し、小さなことから取り組んできたことで、昨年も今年も２００を超える提案をいただいた。さらに、今年は庁内実行委員会が運営をしていただき、結果的にこれだけ大きなことにつながったと思う。

　⇒山本人事担当部長　名札の件であるが、写真入りは難しいものの、まずは台紙のデザインだけでも工夫してみようと出来るところから取り組んでいるところである。また、職員証については、先般、市長からの指示もあり、新年度採用職員の写真については笑顔で撮影した。

　⇒田中市長　先日の発表会で提案（笑顔の写真）があったことから、担当部局に早速指示をさせていただいた。出来れば、まもなく行われる常任委員会のときには、左の胸に全員が名札を挿していればと思う。こういったことは実践していくことが大事だ。

　　職員提案については、過去に提案で表彰されたにもかかわらず実現できていないものがある。いろいろ課題があるかも知れないが、やはり実現に向けて検討すべきだと思う。

　⇒原副市長　各職場の実行委員の皆さんには、部長から労いや励ましの言葉をかけてあげてほしい。

（２）第５次総合計画について　　　　　　　　　　　　　　　 光久政策推進担当部長

第５次総合計画の策定については、ご協力いただき、感謝申し上げる。２２年度は、策定の大詰めの年度にあたるが、４月２日の部長会のあとに、平成２２年度の第１回企画会議を開催させていただきたいと思うので、よろしくお願いする。なお、案内については、総合計画策定プロジェクトチームから、平成２２年度定期人事異動の発令後に、企画委員（各部局長）にお送りするので、よろしくお願いする。なお当日、１年間の予定、審議会の状況や基本構想（案）に対するパブリックコメントの結果などをご報告する予定である。また現在、地域別計画の行政案を作成中で、当日素案をお示しし、ご意見をいただけるよう努力してまいりたい。また、審議会については、２月１１日と２７日に開催されたが、今後は３つの部会に分かれ、個別の議論、検討が行われる。最初の部会は４月８日に開催されるが、各部会４回（全部で１２回）開催されることになり、各部局からの説明員としてのご協力依頼もさせていただく予定である。総合計画を全庁的につくることが、次の１０年間に組織全体の取り組みにつながり、地域分権にも対応していけるものと考えているので、各部局長のご協力をよろしくお願いする。

（３）八尾市人権尊重の社会づくり審議会について（報告）　　　田中人権文化ふれあい部長

　去る２月１７日に開催した第１７回八尾市人権尊重の社会づくり審議会についてご報告させていただく。

まず、本審議会は八尾市人権尊重の社会づくり条例に基づき設置しており、本市の各施策について「八尾市人権教育・啓発プラン」に位置付けて取り組みを進めているところである。審議会では、その取り組み状況について、各所属にて整理をしていただき、取り組み状況とともに成果と課題を取りまとめていただいた。いわゆる行政評価として審議会へ提出し、ご意見をお伺いしたところである。取りまとめにあたっては、多忙な中、作業をしていただき、この場をお借りし、感謝申し上げる。

また、審議会では行政の取り組みのみならず、市民の取り組みについても取りまとめてご報告を申し上げ、併せてご意見等をいただいたところである。本日は、その概要をご報告申し上げる。

◆女性、子ども、高齢者への虐待の実態について

・それらの実態や取り組みについての状況等について（質問）

・整理を理解しやすいように取りまとめてほしい。

◆高齢者の健康問題について

・地域での取り組みを進めていくことが大切である。

・啓発の方法では広報を例にとり、どう伝えるかよりもどう伝わるかが大切であり、そういった視点での啓発が大切である。

・啓発等については市民や地域のパイプ役である地域の団体役員との連携の強化を図ってほしい。

◆子どもいじめについて

・携帯電話やインターネット上でのいじめが深刻化しており、現状把握の取り組みを進めてほしい。

・ＤＶや虐待など暴力を行った者に対して教育していく必要があるのではないか。

・学校と地域の連携について地域によって温度差があるように感じる。

・インターネットを通じてのさまざまな問題については、地域もともに子どもを見守る必要があるため、地域への適切な危機管理意識をもった情報公開を行っていく必要がある。

　　◆人権問題について

・家庭内で親がもつ同和校区に対する間違った忌避意識が、子どもにも伝承され、校区編成の際の問題へと発展する場合もあり、課題がある。

・企業ではさまざまな取り組みをしているが、行政は人権問題においてもっと大きなリーダーシップをとり、メッセージを発信していくべきではないか。

・差別事象への取り組みは、行政主導ではなく当事者主導で行うべきである。

・不当な土地調査を行ったディベロッパーに対しての開発規制や事前に念書の提出を促すなどして、市としてできることを考える必要がある。

◆プランの中間見直しについて

・当事者を軸にして検討会を設置する必要がある。

・差別の撤廃なくして人権社会の実現はない。

・当事者第一主義の二つの原則からも、今回実施した意識調査は審議会としても高く評価すべきものではないか。

・プランの見直しは、憲法の立場に立ったものとして、また、市民の交流が促進されるものとしてほしい。

以上が、ご意見の概要であるが、平成１８年３月に策定した本プランも策定後５年が経過し、その間の社会状況の変化や法令・制度の変更などに対応するため、平成２２年度において中間見直しを検討することとしており、見直しにあたっては、人権尊重の社会づくり審議会のご意見をお伺いした上でと考えていたが、過日の審議会では見直しを進める方向でとりまとめをいただいたところである。

　※山本副市長

　　「人権」が総合施策だという共通認識が必要であるとともに、キーワードである「地域」の中で人権課題にどう取り組んでいくのかが今後の施策としての方向性であると受けとめたが、そうなると、コミュニティ推進スタッフなど行政が、今後地域に行政提案をするなかで、他のいろいろな課題と同様、人権課題を漏らさない政策提案が大事である。新総計への移行というタイミングはその大きなチャンスでもあり、関係部局との調整をお願いしておく。

（４）庁舎等のごみの分別について　　　　　　　　　　　　　　　　　門田経済環境部長

　　昨日の代表質問で、本庁舎や学校園における８種分別、特に容器包装プラスチック・ペットボトルに関する質問があり、昨年の１０月から市民にお願いし全市的に８種分別に取り組んでいるところであるが、庁内的には分別していくという方向性は定めていたものの、今後調整を行っていく旨の答弁をさせていただいた。市民にお願いしている以上、市でも分別をすすめるということで早急に調整の詰めをし、取り組んでいただく方向でお願いしたい。これについては、庁舎管理である総務と協議し、内容が決まればご報告又は文書で連絡をさせていただく。また、出先の施設についても、同様に調整をさせていただき、その上で取り組みをお願いしたい。

　※浦上教育推進担当部長　家庭で８種分別に取り組む一方で、学校で何もしないでは教育上いかがかと以前に話をさせていただいた。市としての方向性を出していただければ、学校にも同様に周知していきたいと思う。

（５）職員の不祥事について（お詫び）　　　　　　　　　　　　　　　木村健康福祉部長

　　ご存知のように、健康福祉部の職員が団体の預かり金を借用するという不祥事が新聞報道された。皆さん方に多大なご迷惑をおかけし、深く反省するとともに、お詫び申し上げる。

◆最後に

※田中市長　最後に、新総合計画が示す市の方向性に沿って、各所管が持つ条例などについても、新総合計画の策定に向けて、２２年度でしっかり検証をお願いしておく。















